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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和８年３月２５日（水）、本庁舎５階 ５－１会議室・５

－２会議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １４番 加 藤   登 

 ２番 小 林 正 幸 １５番 伊 澤 忠 治 

 ３番 永 野 良 徳 １６番    井 出 茂 康 

４番 田 代 惠美子 １７番 漆 原 豊 彦 

 ５番 西 山 弘 行 １９番 宮 治 政 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２０番 安 藤 康 彦 

 ７番 齋 藤 義 治  ２２番 澤 野 孝 行 

 ８番 井 上 哲 夫 ２３番   平 川 勝 昌 

 ９番 上 田 洋 子 ２４番 神 﨑 享 子 

１０番 吉 川   誠 ２５番 砂 川 耕 介 

１１番 飯 田 芳 一 

 １２番 三 上 健 一 

１３番 吉 原   豊 

 

欠席委員は、次のとおり 

１８番 北 村 利 夫  ２１番 佐 藤 智 哉 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長 山 本 主 幹 坂 間 主 査  森 

事務職員 守 田  
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第  ７７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ２ 議案第  ７８号 非農地証明願について  

日程第 ３ 議案第  ７９号 特定農地貸付け承認取消しについて  

日程第 ４ 議案第  ８０号  相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認に

ついて  

日程第 ５ 議案第  ８１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について 

日程第 ６ 議案第 ８２号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

について 

日程第 ７ 議案第 ８３号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

に対する意見について 

日程第 ８ 議案第 ８４号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について  

日程第 ９ 報告第 ２７号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第１０ 報告第 ２８号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第１１ 報告第 ２９号 「令和９年度県農林業施策並びに予算に関する要望」

及び「令和９年度県農地等の利用の最適化の推進に関す

る意見」 

  

  



3 

 

開会 午後２時３０分 

 

事務局（山本事務局長） それでは、皆様、足元の悪い中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。 

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから「藤沢市農業

委員会総会」を開催いたします。 

それでは、本日の委員の出席状況を申し上げます。本日は、北村委員、佐藤

委員が御欠席で、井出委員と安藤委員が、渋滞で遅れるということですので、

委員の総数２５名、出席者数２３名でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、大変

お忙しい中を総会にお集まりをいただきまして、まことにありがとうございま

す。 

桜の花も満開になりまして、春本番でございますが、中東やヨーロッパでは

戦争が激化しているということでございます。その影響でガソリンや石油類が

非常に高騰しております。農業を見ますと、生産資材あるいは肥料も高騰をし

ております。原油の９０％以上が中東から来ているということでございますの

で、日本もこれから大変ではないかなと思っております。  

［安藤委員：入室］ 

日本においては、２００日以上の備蓄があるということで、それほど危機感

はないのですが、油断をしていると「令和の石油ショック」などと言われるよ

うなことになるのではないかということも危惧をされております。 

この「油断」という言葉ですけれども、「  油
あぶら

 」という字が入っております。

これは、語源を調べますと、その語源の一部らしいのですが、昔、王様が油の

入った鉢を部下に持たせて、それを一滴でもこぼしたら命を絶（断）つという

ことで、この「油断」という言葉ができたそうでございます。  

また、作家の堺屋太一さんが『油断』という本を書かれておりました。日本

に、もし石油が来なかったら、日本はどうなったかということで、一般の庶民
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の暮らし、あるいは企業のありようなどを題材にした本が、かなり前ですが、

出ておりました。 

そういう「油断」にならないように、国も政府も頑張っているようでござい

ますが、これから先を考えますと、非常に厳しいところもございます。  

また、農業界を見ますと、昨年は、「令和の米騒動」ということで、米がな

い、あるいは高騰した等ございましたが、何やかやしているうちに今年に入り

まして、逆に米がだぶついて、ここ２、３日の報道では、非常に安くなってい

るということでございます。 

これから作付けされる方もいらっしゃると思いますが、先ほども言いました

ように、ガソリンや灯油など全て値上がりをしております。それに関連をしま

して、農業資材、肥料等も高騰していますので、今年の米づくりは、かなり大

変ではないかなと思われます。そして価格も、昨年のような高額で買い取って

くれるということも、なかなか厳しいのではないかというふうなことも感じて

おりますが、継続可能な農業経営ができる価格にぜひ落ち着いてもらいたいと

感じております。 

それでは、ただいまから、３月の総会を開会いたします。よろしく御協力の

ほどをお願い申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。 

事務局（山本事務局長） 会長、ありがとうございました。 

これより議事に入ります。藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に基

づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（守田事務職員） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により１７番の漆原豊彦委
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員と１９番の宮治政彦委員の御両名にお願いをいたします。 

これより議事に入ります。 

日程第１、議案第７７号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、御

説明をさせいただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

４人。所有面積、２９６ａ。耕作面積、４０５ａ。譲渡人、住所氏名、記載の

とおり。当該農地、獺郷の６筆。地目、３筆が田現況畑、残り３筆が畑。地積、

６筆合計３，２７４．９９㎡。権利の種類、所有権。申請理由、譲受人、農業

経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。 

１２番、三上委員。 

１２番（三上健一委員） 資料は１ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市道遠藤・宮原線にある「榎戸」交差点から

西に約３５０ｍの土地が３筆、獺郷にある東陽院から南に２００ｍの土地が３

筆になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、獺郷などで植木の生産により農業経営を行っています。  

このたび、農業経営規模拡大を図るために、当該農地を新たに取得するとの

ことです。 

申請地については、植木を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項の各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たすものと考えております。 
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７７号について、許可をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７７号について、許可することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第２、議案第７８号「非農地証明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「非農地証明願について」、御説明をさせていただき

ます。 

    地区、御所見・遠藤、番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

葛原の１筆。地目、畑。地積、１，２１３㎡。内容、昭和２４年頃から住宅の

敷地として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。農地種別、第

１種農地。現地確認日、令和８年３月１６日。 

続きまして、地区、六会・長後。番号２。申請人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、亀井野の１筆。地目、畑。地積、１２８㎡。内容、平成元年時点で

貸駐車場敷地として利用し、現在に至る。確認資料、平成１９年航空写真。農

地種別、第３種農地。現地確認日、令和８年３月１６日。 

続きまして、番号３。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、亀井野

の１筆。地目、畑。地積、４８０㎡。内容、昭和４４年時点で農業用施設の敷

地として利用し、現在に至る。確認資料、昭和４４年航空写真。農地種別、第

１種農地。現地確認日、令和８年３月１６日。 

続きまして、番号４。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、亀井野
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の１筆。地目、田。地積、２２㎡。内容、平成１２年時点で水路であり、現在

は、機能のない水路敷きである。確認資料、水路管理台帳簿。農地種別、第１

種農地。現地確認日、令和８年３月１６日。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １７番、漆原委員。 

１７番（漆原豊彦委員） 資料は５ページをお開きください。 

本件の申請地は、県道４２号線にかかる「藤綾跨線橋南側」交差点から北西

に約５００ｍの土地になります。 

    申請地は、昭和２４年頃から住宅の敷地として利用され、現在に至るとのこ

とです。 

申請地の農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため「第

１種農地」と判断いたしました。  

第１種農地は、原則、非農地証明に該当しませんが、集落に接続しており、

住宅の敷地であるため、例外的に非農地として証明できるものとなります。  

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和８年３月１６日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について、

意見を求めます。 

    １４番、加藤委員。 

１４番（加藤 登委員） 資料は６ページをお開きください。 

本件の申請地につきましは、県道菖蒲沢・戸塚線にある「下屋敷」交差点か
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ら、西に約５０ｍの土地になります。 

    申請地は、平成元年時点で貸駐車場の敷地であり、現在に至るとのことです。 

農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水道管が埋

設されており、近隣には亀井野小学校と唐池公園があるため、「第３種農地」

と判断いたしました。 

［井出委員：入室］ 

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和８年３月１６日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について、

意見を求めます。 

    １４番、加藤委員。 

１４番（加藤 登委員） 資料は７ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、「藤沢養護学校入口」より南西に約２００ｍ

の土地になります。 

    申請地は、昭和４４年時点で農業用施設の敷地であり、現在に至るとのこと

です。 

農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタール以上広がっているため、「第１

種農地」と判断いたしました。 

第１種農地のため、原則、非農地証明に該当しませんが、農業用施設の敷地

であるため、例外的に非農地として証明できるものとなります。  

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和８年３月１６日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について、

意見を求めます。 

    １４番、加藤委員。 

１４番（加藤 登委員） 資料は８ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、「藤沢養護学校入口」より南東に約２００ｍ

の土地になります。 

    申請地は、平成１２年時点で、水路であり、現在は機能のない水路敷きであ

るとのことです。 

申請地の農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、「第

１種農地」と判断いたしました。  

第１種農地は、原則、非農地証明に該当しませんが、当該地は、「位置・面

積・現状等から見て、農地として耕作の用に供することができない」と判断で

きるため、例外的に非農地として証明できるものとなります。  

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和８年３月１６日に現地調査を行い、申請ど

おりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７８号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７８号について、承認することに決定をい
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たします。 

次に移ります。 

日程第３、議案第７９号「特定農地貸付け承認取消しについて」を上程いた

します。 

事務局からの説明を求めます。  

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「特定農地貸付け承認取消しについて」、御説明させ

ていただきます。 

     地区、六会・長後。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。土地所有

者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、円行一丁目、１筆。地目、宅地現

況畑。地積、４８１.３３㎡。 

     資料は９ページをお開きください。 

     本件の申請地は、円行にある「多摩大学 湘南キャンパス」から北西に約２

５０ｍの土地になります。 

     現在、藤沢市公園課が土地所有者から農地を借り受けて開設している「第

２６号市民農園」において、契約期間満了に伴い、令和８年３月３１日で閉

鎖するものです。 

     利用者には、令和７年９月１６日に廃止する旨、告知をしているところで

す。 

     続きまして、番号２。地区、藤鵠・村岡・明治。申請人、住所氏名、記載

のとおり。土地所有者、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、鵠沼海

岸五丁目、１筆。地目、田現況畑。地積、３４３㎡。  

資料は１０ページをお開きください。 

     本件の申請地は、引地川にかかる「日の出橋」から北東に約２００ｍの土

地になります。 

     現在、藤沢市公園課が土地所有者から農地を借り受けて開設している「第

１３号市民農園」において、契約期間満了に伴い、令和８年３月３１日で閉

鎖するものです。 
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     利用者には、令和７年１２月１１日に廃止する旨、告知をしているとのこ

とです。 

     以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

     それでは、本件について意見を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７９号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７９号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第４、議案第８０号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確

認について」を上程いたします。  

事務局からの説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認

について」、御説明をさせていただきます。 

    地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住

所氏名、記載のとおり。特例農地、用田の４筆。地目、２筆が田、残り２筆が

畑。地積、４筆合計２，７８７.７０㎡。確認した農地等の利用状況等、記載の

とおり。相続開始年月日、平成１８年８月２１日。免除予定日、令和９年６月

２２日。現地確認日、令和８年３月１６日。 

    続きまして、番号２。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住所氏名、

記載のとおり。特例農地、菖蒲沢の４筆及び遠藤の３筆。地目、いずれも畑。

地積、７筆合計１万６９５㎡。確認した農地等の利用状況等、記載のとおり。

相続開始年月日、平成１８年４月５日。免除予定日、令和９年２月６日。現地
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確認日、令和８年３月１６日。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    ２番、小林委員。 

２番（小林正幸委員） 本件につきましては、令和８年３月１６日に、相続人と事務

局職員及び北村委員で現地確認を行いました。 

    現地の状況ですが、ネギ等の栽培中及び夏野菜の作付け準備中であり、全て

きれいに肥培管理されておりました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について、

意見を求めます。 

    １番、落合委員。 

１番（落合喜治委員） 本件につきましては、令和８年３月１６日に、相続人と事務

局職員及び私で現地確認を行いました。  

    現地の状況は、トマトの栽培中及び夏野菜の作付け準備中であり、全て適正

に管理されておりました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第８０号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８０号について、承認することに決定をい
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たします。 

    次に移ります。 

    日程第５、議案第８１号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。  

        守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、日程第５、議案第８１号「生産緑地に係る農業

の主たる従事者についての証明願について」、御説明いたします。  

    本申請について、申出人に、買取申出事由の生じた者の状況確認を行ったと

ころ、亡くなる前まで畑の栽培管理を行っていたとのことでした。  

    また、申請地を現地調査したところ、野菜等の作付けはされておりませんで

した。 

    以上のことから、買取申出事由の生じた者が主たる従事者であったものと判

断いたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。  

それでは、本件について、意見を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第８１号について、承認することに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８１号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第６、議案第８２号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案について」を上程いたします。  

    なお、本議案、番号７については、農業委員等の案件となっておりますので、
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農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員は、し

ばらくの間、退席を願います。  

［対象委員 退席］ 

    それでは、本議案、番号７について、事務局からの説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画案について」、番号７につきまして、御説明をさせていただきます。 

    番号７は、西俣野を中心に２１３ａを耕作する方の、農業経営基盤強化促進

法に基づく利用権設定から農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

への切り替え分で、当該地では、野菜を栽培していくとのことです。 

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第８２号、番号７について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８２号、番号７について、承認をすること

に決定をいたします。 

退席している委員の入室をお願いいたします。 

［退席委員 入室］ 

    それでは、本議案、番号１から番号６、番号８から番号１１について、事務

局からの説明を求めます。 

守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、本議案、番号１から番号６、番号８から番号１

１まで、御説明をさせていただきます。  
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番号１は、用田を中心に３４６ａを耕作する方の、農業経営基盤強化促進法

に基づく利用権設定から農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画へ

の切り替え分で、当該地では、野菜を栽培していくとのことです。  

番号２、番号３は、宮原を中心に１９１ａを耕作する方の新規借受分で、当

該地では、野菜を栽培していくとのことです。 

番号４、番号５は、宮原を中心に１９１ａを耕作する方の、利用権から中管

理への切り替え分で、当該地では、野菜を栽培していくとのことです。  

番号６は、用田を中心に３４６ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

野菜を栽培していくとのことです。  

一つ飛びまして、番号８、番号９は、西俣野を中心に２１３ａを耕作する方

の新規借受分で、当該地では、水稲を栽培していくとのことです。 

    番号１０、番号１１は、大庭を中心に１４９ａを耕作する法人の新規借受分

で、当該地では、水稲及び野菜を栽培していくとのことです。 

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第８２号、番号１から番号６、番号８から番号１１について、承認をす

ることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８２号、番号１から番号６、番号８から番

号１１について、承認することに決定をいたします。  

次に移ります。 

日程第７、議案第８３号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案に対する意見について」を上程いたします。 
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    事務局からの説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画案に対する意見について」、御説明をさせていただきます。 

番号１は、用田を中心に４３７ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号２は、葛原を中心に３８１ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号３は、遠藤を中心に２１５ａを耕作する方の新規借受分です。当該地で

は飼料作物を栽培していくとのことです。  

番号４は、獺郷で１６ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号５は、獺郷を中心に１１８ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号６、番号７は、宮原を中心に１９１ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号８、番号９は、西俣野で３４ａを耕作する方の更新借受分です。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第８３号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８３号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第８、議案第８４号「令和８年度最適化活動の目標の設定等について」

を上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。 

守田事務職員。 
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事務局（守田事務職員） それでは、「令和８年度最適化活動の目標の設定等につい

て」、御説明をいたします。 

    議案書は１４ページをお開きください。 

    こちらは、令和７年度に定めた目標について、令和８年４月以降の目標を、

改めて設定するものになります。  

    基本的には、昨年度の目標をそのまま移行しているような形になっておりま

す。 

    まず初めに、「農業委員会の現在の体制」は、特に大きな変更はございませ

ん。 

    次に、議案書１５ページからは、「最適化活動の成果目標」ですが、「農地

の集積」、「遊休農地の解消」、「新規参入の促進」、それぞれの項目につき

ましても、今年度の集積状況や、直近の利用状況調査により判明した遊休農地

の状況、また、新規就農者の参入状況を、現在の数値に置き換えて、改めて令

和８年度の目標として設定するものでございます。  

    また、委員の皆様の活動日数については、昨年同様「月６日」で、変更はご

ざいません。 

    簡単ではありますが、以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第８４号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第８４号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第９、報告第２７号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた
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します。 

 事務局からの説明を求めます。 

 守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地の貸借の合意解約通知について」、御説  

   明いたします。 

    番号１は、他の耕作者に農地を貸し出すため、使用貸借権を合意解約する旨  

   の通知を受けたものです。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２７号を終了いたします。

次に移ります。 

日程第１０、報告第２８号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報

告について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。 

守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく

報告について」、御説明いたします。  

本件につきましては、まず１８ページが「農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件となっております。 

続きまして、１９ページが「農地法第４条第１項第７号の規定による転用届

出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が２件、藤鵠・村岡・明治地区が

１件、合計４件となっております。 

続きまして、２０ページから２３ページまでが「農地法第５条第１項第６号
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の規定による転用届出」でございます。  

御所見・遠藤地区が２件、六会・長後地区が５件、藤鵠・村岡・明治地区が

９件、合計１６件となっております。  

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましても、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２８号を終了いたします。 

    次に移ります。 

日程第１１、報告第２９号「令和９年度県農林業施策並びに予算に関する要

望」及び「令和９年度県農地等利用最適化の推進に関する意見」を上程いたし

ます。 

    事務局からの説明を求めます。 

    坂間主幹。 

事務局（坂間主幹） 日程第１１、報告第２９号について御説明いたします。 

御説明をさせていただく前に、２５ページの一番右の「備考」欄でございま

すが、申し訳ございません。段ずれが生じておりますので、御報告いたします。 

「備考」欄の「継続」、「一部新規」、「継続」、「継続」、「継続」とご

ざいますけれども、段がずれておりまして、一番上の「継続」につきましては、

「意見・要望事項」の「生産者の負担軽減のため～」に関すること、「備考」

の、次の「一部新規」につきましては、「農業残渣や剪定枝等農業で発生する

廃棄物の処理について～」に関すること、次の段の「継続」につきましては、

「局地的な自然災害について～」に関すること、次の「継続」につきましては、

「農地が隣接する県管理の河川や道路について～」に関すること、次の「継続」

につきましては、「鳥獣被害による～」に関することに該当しますので、段が

ずれていることを御承知おきください。大変申し訳ございませんでした。  

こちらの内容につきましては、先般よりの皆様からの御意見を反映した結果
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を神奈川県農業会議へ提出するものとして、総会に上程するものでございます。 

今後の流れでございますけれども、今回、総会で承認された後、まず、各市

町村からの要望・意見をもとに、来年度（令和８年度）の５月及び６月の常設

委員会で要望事項が決定されます。  

続きまして、８月に、県農業会議から県知事へ施策、予算の要望及び県議会

主要会派に施策要請を行っていきます。それを受けまして、翌々年度（令和９

年度）の５月に県知事からの、この施策に対する回答を得まして、『農政時報』

に、その結果について掲載されるという流れになります。  

事務局からの説明は以上となります。  

議長（齋藤義治委員） 本件につきましても、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたらお願いをいたします。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２９号を終了いたします。 

 本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。 

それでは、以上をもちまして、３月の総会を閉会といたします。 

    御審議をしていただきまして、まことにありがとうございました。 

 

閉会 午後３時１０分 
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以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

  


